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序章．はじめに 

１．計画作成の背景と目的 

蒲生郡日野町（以下、当町）は、滋賀県の南東部に位置し、町の東部に連なる鈴
すず

鹿
か

山脈の

山々に抱かれ、四季折々の花々が咲き誇る豊かな自然環境が広がるまちです。町域の東には

標高 1,110ｍの綿
わた

向
むき

山
やま

がそびえ、そこから日野川が流れ出
い

で、琵琶湖に注いでいます。川が作

り出した谷筋の平地や、町域の過半を占める丘陵と山地を舞台に、人々の生活が営まれてき

ました。 

鈴鹿山脈の一峰である綿向山は、古来、神宿りし山として信仰の対象となり、修験
しゅげん

の場に

ちなんだ神社や地名が現在も多く残されています。また当町は、中世には蒲生
が も う

氏
うじ

郷
さと

をはじめ

多くの戦国武将が輩出し、当時開かれた城下町は現在の中心市街地の基となりました。近世

には、日野
ひ の

椀
わ ん

や日野合
ごう

薬
やく

等の特産品を携えた近江
お う み

日野商人が全国に活躍の場を広げました。

日野商人は、見返りを期待せず、地域に対して人知れず善行を積む「陰
い ん

徳
と く

善
ぜ ん

事
じ

」の精神に基づ

き、商いで得た利益を積極的に地域社会へ還元しました。日野商人が生み出した哲学は、昭

和 33（1958）年に制定された「日野町町民憲章」に受け継がれ、現在のまちづくりの規範と

なっています。 

このような背景のもと、当町には多様で豊かな文化的所産が重層的に所在しています。こ

れら“日野を日野たらしめている”歴史文化の価値を正しく理解し、次世代に伝えていくこ

とが、現代に生きる私たちの責務でもあるといえます。 

しかしながら、全国同様、当町においても少子高齢化や人口減少による祭礼・行事の担い

手不足、地域の歴史文化への関心の低下、地域コミュニティ意識の希薄化等が進行し、文化

財の保存・継承が困難な状況となっています。 

一方、まちづくりや地域活性化の観点から、様々な分野が連携して文化財を活用しながら

地域課題の解決を図ろうとする意識が広まりつつあり、文化財に対する期待や役割は増大し

ています。 

以上のような文化財を取り巻く環境と課題をふまえ、第６次日野町総合計画に示す町の将

来像である「時代の変化に対応し だれもが輝き ともに創
つく

るまち“日野”」の実現に向けて、

地域・行政・専門家等の多様な主体の連携のもと、当町における文化財の保存・活用を総合

的、計画的に推進するための指針かつ行動計画として、「日野町文化財保存活用地域計画」を

作成します。 
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２．計画の位置付け 

(1)文化財保存活用地域計画について 

文化財保存活用地域計画は、文化財保護法（昭和 25年法律第 214号）（以下、法）第 183

条の３に基づき作成する「市町村の区域における文化財の保存及び活用に関する総合的な

計画」です。また、国の通知（「文化財保護法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法

律の一部を改正する法律等の施行について（通知）」）、及び国の指針（「文化財保護法に基

づく文化財保存活用大綱・文化財保存活用地域計画の作成等に関する指針」）に示される、

各市町村において取り組む目標や取組の具体的な内容を記載した、当該市町村における文

化財の保存・活用に関するマスタープラン（基本計画）かつアクションプラン（行動計画）

として法第 183条の３第２項各号に示す以下の事項等について定めるものです。 

この計画を作成・共有・実施することにより、一貫性と継続性のある文化財の保存・活用

に向けて、地域総がかりで取り組む文化財や歴史文化を活
い

かしたまちづくりが実現されま

す。 

文化財保存活用地域計画の記載事項 

■文化財保護法 第 183条の３第２項 

（文化財保存活用地域計画の認定） 

文化財保存活用地域計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。 

一 当該市町村の区域における文化財の保存及び活用に関する基本的な方針 

二 当該市町村の区域における文化財の保存及び活用を図るために当該市町村が講ずる措置の内容 

三 当該市町村の区域における文化財を把握するための調査に関する事項 

四 計画期間 

五 その他文部科学省令で定める事項 

■重要文化財保存活用計画の認定等に関する省令 第 60条 

（文化財保存活用地域計画の記載事項） 

法第百八十三条の三第二項第五号の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 

一 文化財保存活用地域計画の名称 

二 文化財保存活用地域計画に係る事務の実施体制 

三 文化財保存活用地域計画の実施に当たる法第百八十四条の二第一項の規定に基づき 

市町村の教育委員会が行うこととする事務がある場合には、当該事務の内容 

四 その他参考となるべき事項 

■文化財保護法に基づく文化財保存活用大綱・文化財保存活用地域計画の策定等に関する指針  

（平成 31年３月４日作成、令和５年３月 20日変更） 

地域の実情を踏まえ、必要に応じて、次に掲げる内容を定めることができる。 

・ 関連文化財群に関する事項 

・ 文化財保存活用区域に関する事項 

・ 地域計画の認定を受けた場合の事務処理特例の適用を希望する事務の内容 

・ その他の事項  
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(2)日野町文化財保存活用地域計画の位置付け 

「日野町文化財保存活用地域計画（以下、本計画）」は、前項に記述する法や国の指針の

もと、当町の最上位計画である「第６次日野町総合計画」との整合を図った、当町の文化

財行政に係る総合的かつ最上位の計画として位置付けます。 

また、滋賀県文化財保存活用大綱を勘案しつつ、当町の文化財の保存・活用に関係する

町の総合政策をはじめとした、教育・文化・福祉・土地利用・基盤整備・空き家対策・産

業・観光・防災・自治・まちづくりなど、様々な分野に係る個別計画や施策、事業等との整

合、連携、調整を図ります。 

さらには、昭和 33（1958）年に町民の意見公募により制定され、当町のまちづくりの規

範となっている「日野町町民憲章」を尊重して取り組みます。 

 

 

日野町文化財保存活用地域計画の位置付け 
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(3)大綱、上位計画、主な関連計画等の概要 

１）大綱 

①滋賀県文化財保存活用大綱 

策定年月：令和２（2020）年３月策定（令和３（2021）年３月改訂） 

法第 183 条の２第 1 項に基づく、滋賀県における文化財の保存・活用に関する総合的な

施策の大綱です。 

滋賀県の文化財を確実に継承していくため、文化財の保存・活用に関する方針として、

「（１）文化財の調査、指定、保存修理の計画的、確実、着実な推進」、「（２）みんなで文

化財の保存継承を支え合う地域づくり・人づくり」、「（３）文化財の多種多様な活用推進」、

「（４）文化財を保存・継承・活用・発信できる施設の確保」、「（５）文化財を維持するた

めの資金の確保」の５つの柱を掲げ、県が主体となり実施する総合的な施策とともに、県

内の市町への支援として相談・助言・連絡調整、計画作成支援、文化財専門職員の資質向

上への支援等に取り組むことが示されています。 
 

２）上位計画 

①第６次日野町総合計画 

策定年月：令和３（2021）年３月 

計画期間：令和３年度～12年度（2021～2030 年度の 10年間） 
 
当町のまちづくりの指針となる最上位計画であり、当町の将来像の実現に向けた政策、

施策の方向性を示すものです。 

同計画では、『時代の変化に対応し だれもが輝き ともに創るまち“日野”』をめざすべ

き将来像とし、実現するための方針を「５つの政策の柱」として掲げています。「歴史文化」

の分野については、第一の柱「１．未来を担うひとづくり」のもと、「多様な文化・芸術活

動に親しむ機会にあふれ、まちの歴史遺産や文化財の保存・継承と学習が進み、まちづく

りに活かされ、四季折々の魅力が情報発信されているまち」をめざす姿とし、歴史遺産や

文化財の保存・継承・活用を推進しています。 

文化財及び歴史文化関連箇所抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 歴史文化 

「多様な文化・芸術活動に親しむ機会にあふれ、まちの歴史遺産や文化財の保存・継承と学習が進

み、まちづくりに活かされ、四季折々の魅力が情報発信されているまち」 

基本施策①：地域の文化力を高める文化・芸術活動の環境づくり 

（主な取組） 

○住民の主体的な文化芸術活動への支援 

○文化施設の利活用の促進と適切な管理 

基本施策②：歴史遺産の保存・継承・活用の推進 

（主な取組） 

○文化財の保存・継承・活用 ○文化財の調査・研究 

○三館連携事業の促進 ○ふるさと学習の充実 

○伝統的な食文化の継承 
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②第３期 日野町教育振興基本計画 

策定年月：令和２（2020）年３月策定 

計画期間：令和２年度～６年度（2020～2024 年度の５年間） 

当町の教育分野における最上位計画であり、「夢と志をもち、共に育ち共に生きる、活力

ある人づくり」を教育目標に、未来ある日野の子どもたちを「日野のたから」と考え、地

域協働で教育を推進することとしています。 

文化財及び歴史文化関連箇所抜粋 

 

 

 

 

 

 
                     

 

３）関連計画 

①日野町くらし安心ひとづくり総合戦略（第２期） 

策定年月：令和３（2021）年３月策定（令和６（2024）年３月改訂） 

計画期間：令和３年度～７年度（2021～2025 年度の５年間） 

まち・ひと・しごと創生法第 10条に基づくとともに、国の総合戦略に掲げる「活力ある

地域社会の実現」と「東京一極圏集中の是正」等の方向性をふまえ、地域創生の実現をめ

ざし策定された計画です。当町においては、第６次日野町総合計画の取組のなかから、人

口減少や超高齢化社会対策に特化した取組を重点施策として４つの基本目標を掲げていま

す。「歴史文化」の分野に関することとして、以下の２つの取組を掲げています。 

文化財及び歴史文化関連箇所抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

基本目標１：結婚・出産・子育ての希望をみんなで支えてかなえる 

取組の方向：生涯にわたる学びと活躍の推進     

10.ふるさと学習の推進 

・学校、地域住民、団体と協働し、ふるさと学習、講演、出前講座を拡充させ、郷土意識、文化財
保護意識の醸成に努めます。 

・各家庭で作られてきた日野菜漬けや郷土・伝統料理を大切な文化ととらえ、その伝承と情報発信
をまちぐるみで推進します。 

基本目標３：まちの魅力を活かし、交流を育み新しい人の流れをつくる 

取組の方向：まちの魅力を活かした賑わいの創出     

３.地域資源を活かした体験型観光の推進 

・近江日野商人、自然、歴史文化、町並み等の地域資源を活用した取組への観光誘客を促進します。

また、地元商店等と連携した観光の取組の促進により、関係人口の増加を図ります。 

・体験型観光については、日野の魅力を活かした体験を促進し、更なる誘致を進めます。また、都

市農村交流の意義等を住民に理解してもらえるよう、情報発信に積極的に取り組みます。 

柱１：「子ども一人ひとりの個性を大切にし、生きる力を育む」 

○地域学習の推進 

○郷土学習資料「わたしたちの日野」の利活用 

柱２：「社会全体で支え合い、子どもを育む」 

○ふるさと絆学習 

柱３：「すべての人が学び続け、共に生きるための生涯学習を振興する」 

○町の歴史文化遺産を活かす取組の推進 

○文化財の保存・継承・活用 

○ふるさと学習の充実 

○日野町歴史民俗資料館、近江日野商人ふるさと館「旧山中正吉邸」の機能充実 
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②日野町都市計画マスタープラン 

策定年月：令和４（2022）年４月策定 

計画期間：令和４年度～13年度（2022～2031 年度の 10年間） 

都市計画法第 18条の２に規定する「市町村の都市計画に関する基本方針」として、長期

的な視点に立った土地利用や市街地形成の将来像を示し、その実現に向けた都市整備の方

針等を定めるものです。 

同計画では、「時代の変化に対応した日野らしい『住む・働く・憩い楽しむ』場を高める

まちづくり」をめざすべき将来像として、まちづくりを進めており、日野地区のまちなか

を歴史的町並みの保全・活用と観光施策等の維持・充実を促進する「交流拠点」、日野商人

街道を歴史的町並みの骨格として、シンボル性の高い町並み形成や魅力化等を促進する「ま

ちなか連携軸」と位置付けています。 

また、以下の考え方に基づき、景観形成に取り組むこととしています。 

景観形成の基本的な考え方 

 

 
                                     

 

③日野町空家等対策計画 

策定年月：令和３（2021）年３月策定 

計画期間：令和３年度～７年度（2021～2025 年度の５年間） 

「誰もが暮らしやすいまち」の実現に向け、空家等の適正管理と利活用の促進等、空家

等の解消を図る取組についての方向性を示します。また、この計画に基づき、地域住民や

事業者等との連携・協力を図り、空家等を「貴重な地域資源」ととらえ、当町の魅力と活

力の向上につなげ、生活環境を守る取組を進めることとしています。 

基本理念として「住まいが確保され、生活環境が整い安心して暮らし続けられるまち」

を掲げ、町の空家等対策を効果的かつ効率的に推進していくとしています。 

文化財及び歴史文化関連箇所抜粋 

 

 

 

 

 

 
 

  

○滋賀県景観計画に基づき、当町の豊かな歴史・自然資源を活かした景観を形成します。 

○歴史的景観については、日野まちなみ保全会等の活動団体と連携した町並みの保全・向上を実現し

ます。 

○自然的景観は鈴鹿山脈に連なる山並みや里山、農村及び水辺空間といった多彩な環境を活かした

魅力ある景観を保全します。 

空家等の利活用に対する取組 

空家等のリノベーションやコンバージョン等に対する民間事業者等の活性化支援 

古民家の歴史的価値や、住宅のデザイン性や居住者同士のコミュニケーションを重視する暮ら

し方等、ライフスタイルが多様化し、これらに対する住宅供給のニーズが高まっています。この

ような中で、空家等の住宅リノベーションや専用住宅を住民や高齢者の交流・活動拠点、商店街

（賑わいのまちづくり）等にコンバージョンする取組等に対する支援策を検討します。 

また、当町の町並みを印象付ける近江日野商人本宅等の建物については、解体前にこれらの取

組を介して、積極的な活用がされるよう働きかけます。 
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④日野町地域防災計画（地震災害対策・風水害対策編）改訂版 

策定年月：令和４（2022）年３月策定 

災害対策基本法第 42条の規定に基づき、地域ならびに町民の生命、身体及び財産を災害

から保護することを目的に、町域の防災に関して、必要な体制を確立し、責任の所在を明

確にするとともに、災害予防、災害応急対策、災害復旧及びその他の必要な災害対策の基

本を定めることにより総合的、計画的な防災行政の整備及び推進を図ることを目的として

います。 

文化財の災害対策としては、「建築物等については、老朽化や腐朽の度合いの大きい順に

補強、解体修理を実施していくとともに、美術工芸品等にあっては、耐震保存施設を設置

できるよう努める。」としています。 

天然記念物については、「定期的な巡視を行い、災害予防に努める。」としています。 

また、保護思想の普及及び訓練として、「文化財保護強調週間、文化財保護強調月間、文

化財防火デー等の行事を通じて防火、防災の趣旨を周知する。」としています。 

文化財及び歴史文化関連箇所抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              

  

文化財災害予防計画 

当町の指定・登録文化財保護対策は、維持修理と防災管理が重要な両輪となっている。建築物等に

ついては、老朽化や腐朽の度合いの大きい順に補強、解体修理を実施していくとともに、美術工芸品

等にあっては、耐震保存施設を設置できるよう努める。 また、天然記念物については、定期的な巡

視を行い、災害予防に努める。 

１ 老朽建築物等の解体修理の促進 

 必要度合の高いものから順次、解体修理等を促進する。 

２ 国・県等の補助金の活用による防災施設の整備促進 

 国・県等の補助金を活用して、以下のような文化財の防災施設を整備促進する。 

(1)火災予防 

①自動火災報知設備の設置 

②消火栓（貯水槽を含む）、スプリンクラー等の取付け 

③防火壁、防火帯の設置、収蔵庫・保存庫の建設 

④避雷針の設置 

(2)倒壊対策 

①ピアノ線等による固定、衝撃緩和装置 

３ 保護思想の普及及び訓練 

(1)文化財保護強調週間、文化財保護強調月間、文化財防火デー等の行事を通じて防火、防災の趣

旨を周知する。 

(2)東近江行政組合消防本部は、文化財について防火査察を実施するとともに消防団と協力し、防

火訓練を随時実施する。 
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３．計画期間 

本計画の計画期間は、令和７（2025）年度から令和 16（2034）年度までの 10 年間としま

す。 

計画期間中において、本計画に記載した措置などの取組を適切に進
しん

捗
ちょく

管理するとともに、

社会情勢や当町の文化財を取り巻く状況の変化等、必要に応じて計画内容の見直しを行うこ

ととします。また、当町の最上位の計画である第６次日野町総合計画の目標年度である令和

12（2030）年度には、次期総合計画の策定に合わせて中間見直しを実施することとし、次期

総合計画の基本構想等との整合や本計画での取組を次期総合計画へ反映します。 

計画の見直しにより、以下の内容の変更を行う場合は、当該変更内容について文化庁長官

による認定（法第 183条の４）を受けることとします。 

・計画期間の変更 

・市町村の区域に存する文化財の保存に影響を及ぼすおそれのある変更 

・地域計画の実施に支障が生じるおそれのある変更 

それ以外の軽微な変更を行った場合は、滋賀県及び文化庁へ情報提供を行うこととします。 

 

 

計画期間の設定 

 

 

  

令和７年

（2025）

令和８年

（2026）

令和９年

（2027）

令和10年

（2028）

令和11年

（2029）

令和12年

（2030）

令和13年

（2031）

令和14年

（2032）

令和15年

（2033）

令和16年

（2034）

地域計画

年次評価

中間評価

最終評価

総合計画

基本構想

基本計画

年度

日野町文化財保存活用地域計画

第６次日野町総合計画（令和３年～令和12年） ※次期日野町総合計画

後期基本計画前期

整
合
・
反
映

最終評価

中間見直し

次
期
計
画

・年次評価：毎年度

（短期）

・中間評価：6年目
（中期）

・最終評価：10年目

（長期）

前期 中期 後期（取組期間）
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４．計画の進捗管理と自己評価の方法 

本計画の実行性を高め、円滑かつ着実な推進を図るため、PDCA サイクルマネジメント（Plan

（計画）、Do（実行）、Check（評価）、Action（改善））による進捗管理及び効果等の検証を行

います。 

計画の進捗管理及び検証は、本計画の作成後に設置する「日野町文化財保存活用地域計画

推進協議会（以下、推進協議会）」において、年次評価（毎年度）/中間評価（６年目）/最終

評価（10年目）を行うこととします。推進協議会は、行政、地域、専門家等、当町の文化財

に携わる多様な主体から構成し、計画の実効性を確保していくため、文化財の保存・活用に

かかわる様々な視点から計画の取組や効果の検証を行います。 

なお、効果検証の評価指標は、歴史文化に関する専門的な内容や社会教育的な影響等も考

慮する必要があることから、今後、推進協議会において検討し、各事業や取組の効果を適切

に評価・検証できるものを設定します。 

 

＜年次評価＞ 

毎年の進捗管理として、当町教育委員会事務局生涯学習課歴史文化財担当が中心となり、

当該年次に行う取組の評価指標を定めてチェックシートを用い自己評価を行い、推進協議

会におけるフォローアップ会議での点検・評価を行います。評価結果に基づき、翌年にお

ける取組内容等の見直しや改善を図ります。 

 

＜中間評価＞ 

計画期間の中間年（第６次日野町総合計画の最終年度となる令和 12（2030）年度を予定）

における評価として、推進協議会において、それまでの期間に実施した取組の進捗確認を

行います。評価結果をふまえて、今後の取組等に必要な更新・修正を加えるなど計画の中

間見直しを行います。 

 

＜最終評価＞ 

計画期間の最終年（令和 16（2034）年度）における総括として、推進協議会において期

間中のすべての取組に対して進捗確認及び最終評価を行い、社会状況の変化等もふまえつ

つ次期計画の作成に取り組みます。 
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５．日野町文化財保存活用地域計画作成の経緯 

本計画を作成するにあたり、文化財保護法第 183 条の９に基づき、学識経験者や歴史文化

にかかわる団体、行政（県・町）からなる「日野町文化財保存活用地域計画策定協議会（以

下、協議会）」を組織し、令和４（2022）年８月 22 日の第１回協議会以降、計７回の会議を

開催しました。協議会においては、当町教育委員会事務局生涯学習課歴史文化財担当が取り

まとめた素案を基に、当町の歴史文化の特性や文化財の保存・活用にかかわる課題・方針、

措置等について協議しました。あわせて、２回にわたって日野町文化財保護審議会から意見

を聴取し、計画へ反映しました。 

また、令和４年度から６年度にかけて、アンケート調査やワークショップ、意見交換会、

パブリックコメントを実施し、町民・関係団体等から意見を聴取し、計画へ反映しました。 

このほか、地域計画作成にあたり、分野横断的に事業や取組を推進するため、庁内の関係

課との協議及び調整の場として「日野町文化財保存活用地域計画連絡調整会議」を組織し、

調整会議を実施しました。また、計画の作成に関して、文化庁文化資源活用課及び滋賀県文

化スポーツ部文化財保護課と協議し、文化庁から指導・助言を、滋賀県から助言を得ました。 
 

 協議会構成員一覧 （順不同、敬称略） 

区分 氏名 所属・組織、役職 備考 

会長 井上 ひろ美 
文化遺産プランニング 代表 

元滋賀県立琵琶湖文化館 主任兼 G.L. 
学識経験者（美術工芸） 

副会長 中北 愼治 
日野町文化協会 会長 

日野文化懇談会 会長 
歴史文化（関係団体） 

委員 

青柳 周一 滋賀大学経済学部 教授 学識経験者（歴史） 

市川 秀之 滋賀県立大学人間文化学部 教授 学識経験者（民俗） 

井上 典子 追手門学院大学地域創造学部 教授 
学識経験者 

（文化的景観） 

関川 雅之 竜王町地域学校協働本部 統括マネージャー 学識経験者（自然） 

中井  均 滋賀県立大学 名誉教授 
学識経験者 

（考古、中近世城郭） 

永井 利憲 滋賀県文化スポーツ部文化財保護課 課長 県担当課 

社  信之 
馬見岡綿向神社宮司 

日野町文化財保護審議会 会長 
文化財所有者代表 

池内 明彦 日野観光協会 事務局 観光関係団体 

山川 明子 
元地域学校協働活動推進事業地域 

コーディネーター（西大路小学校） 
住民代表 

 

日野町 
堀江 和博 日野町長  

安田 寛次 日野町教育委員会 教育長  

連絡 

調整会議 

学校教育課、企画振興課、建設計画課、農林課、商工観光課、

交通環境政策課、福祉保健課地域共生担当、図書館 
 

事務局 生涯学習課 歴史文化財担当  

※所属・組織、役職は令和６年８月時点 
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本計画作成の経緯 

2022 年（令和４年度） 

2022.8.22 
◆日野町文化財保存活用地域計画策定協議会 

（第１回） 

本計画作成の背景や目的、当町の歴史文化

の現況について説明 

2022.11.1 

～12.31 

アンケート調査、ヒアリング調査実施 

（町民、小・中学生、自治会、団体） 

当町の歴史文化に関するアンケートを実施

及び、日野の“たから”の募集を実施 

2022.12.19 
◆日野町文化財保存活用地域計画策定協議会 

（第２回） 

アンケート調査（速報）及び、本計画骨子

の方向性について説明 

2023.1.14 

日野の“たから”大発掘!!ワークショップ 

『未来に伝えていきたい町のたから』in 西大路 

大切にしたい、受け継いでいきたいと思う

日野の“たから”に関する WSを実施 

1/14：西大路地区 ⇒42 人の参加 

2023.2.12 

日野町文化財保存活用地域計画 講演会 

『町民みんなが選んだ文化財』 

井上ひろ美会長を講師に、町民が選んだ 

日野の“たから”や、文化財の保存・活用

について講演会を実施 
    

2023 年（令和５年度） 

2023.5.20 

～7.1 

日野の“たから”大発掘!!ワークショップ 

『未来に伝えていきたい町のたから』 

（西大路地区を除く６地区で開催） 

大切にしたい、受け継いでいきたいと思う

日野の“たから”に関する WSを実施 

5/20：東桜谷地区、6/10：日野地区、 

6/17：南比都佐地区、6/24：鎌掛地区 

7/1：西桜谷地区、7/1：必佐地区 

⇒延べ 201 人の参加 

2023.6.5 
◆日野町文化財保存活用地域計画策定協議会 

（第３回） 

歴史文化の特徴及び関連文化財群、保存・

活用区域の検討 

2023.7.23 関係団体意見交換会 

町内の文化財の保存・活用やまちづくり活

動に取り組む団体（計 14 団体）による意

見交換 

2023.10.16 
◆日野町文化財保存活用地域計画策定協議会 

（第４回） 

文化財の保存・活用の措置の検討及び、地

域計画素案の確認 

2023.12.18 令和５年度 日野町文化財保護審議会 地域計画について報告 

2024.1.29 
◆日野町文化財保存活用地域計画策定協議会 

（第５回） 

文化財の保存・活用の措置及び推進体制、

地域計画素案の確認 

2024.3.19 
◆日野町文化財保存活用地域計画策定協議会 

（第６回） 

地域計画素案の確認及びパブリックコメン

トについて 
    

2024 年（令和６年度） 

2024.5.24 

～6.14 

日野町文化財保存活用地域計画 

パブリックコメント 

地域計画に対するパブリックコメントを 

実施⇒33 件の意見の提出 

2024.6.26 
◆日野町文化財保存活用地域計画策定協議会 

（第７回） 

地域計画案及びパブリックコメントの結果

について 

2024.8.2 令和６年度 日野町文化財保護審議会 地域計画案に対する意見聴取 
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６．町民が選ぶ日野の“たから” 

(1)日野の“たから”に関する調査の実施について 

本計画の検討に先立ち、文化財の保存・活用に対する意識の醸成を図るとともに、日野

町の歴史文化に対して、当町にかかわりのある人々がどのようなイメージや想いを有し、

何を将来へ受け継いでいきたい日野の“たから”と考えているのか、また、今後に向けた

アイデア等の把握を目的にアンケート調査やワークショップを実施しました。 
 

１）アンケート調査の実施概要 

町民・小中学生・自治会・町内の関係団体を対象にアンケート調査を実施しました。 

①町民アンケート 

 

 

 

 

 

②小・中学生アンケート 

 

 

 

 

 

③自治会アンケート 

 

 

 

 

 

④町内関係団体アンケート 

 

 

 

 

 

調 査 名：日野の“たから”募集アンケート調査 

調査対象：日野町在住の方、日野町に通勤通学されている方 

調査期間：令和４（2022）年 12 月～令和５（2023）年３月 

回 答 数：38 人（町外からは２人の回答） 

～調査結果概要～ 

・歴史文化や文化財を活かしたまちづくりに向けて、適切な保全や次世代への継承が重要である。 

・大人から子どもまで歴史文化や文化財に関心を持たせる取組が必要である。 

調 査 名：みんなが大切にしている日野の“たから”を探しています！！ 

調査対象：日野町立の５つの小学校（３～６年生）、日野中学校（全学年） 

調査期間：令和４（2022）年 12 月 

回 答 数：小学生 613 人、中学生 420 人 

～調査結果概要～ 

・子どもたちの身近に地域に関して教えてくれる人が不足している。 

・歴史文化や文化財に対する子どもたちの潜在的な学びの需要が明らかとなった。 

調 査 名：日野町の歴史文化と文化財の保存・活用に関する自治会アンケート調査 

調査対象：日野町内の自治会（自治会長〈区長・町代〉）134 人 

調査期間：令和４（2022）年 11 月～令和５（2023）年３月 

回 答 数：106 件 ※回収率 79.1％ 

～調査結果概要～ 

・地域に文化財が所在することを知らない自治会長も多く、災害時の対応が困難な可能性がある。 

・地域だけで守ることは困難なため地域外の担い手とつながる仕組みづくりが必要である。 

調 査 名：日野町の歴史文化と文化財の保存・活用に関する関係団体アンケート調査 

調査対象：町内の歴史文化や文化財とかかわりのある団体 36 団体 

調査期間：令和４（2022）年 11 月～令和５（2023）年３月 

回 答 数：31 団体 ※回収率 86.1％ 

～調査結果概要～ 

・今後の活動に向けて、高齢化に伴う担い手不足や財政面を課題と感じている。 

・各団体の連携体制の強化や情報交換（共有）等の場づくりが重要である。 
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２）地域ワークショップの実施概要 

７地区の公民館を会場に実施した地域ワークショップでは、既存調査等では把握の

難しい日野の“たから”の掘り起こしや歴史文化を活かした魅力あるまちづくりにつ

いてともに考えることを目的に開催しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

題  目：日野の“たから”大発掘!!ワークショップ 

開 催 日：令和５（2023）年１月～７月 

開催場所：町内の各地区公民館（７か所） 

参加者数：243 人 ※７地区の延べ人数 
 

 

 

 

 

～第Ⅰ部 地域計画の主旨説明～ 

～第Ⅱ部 日野の“たから”大発掘!!ワークショップ～ 

説明①：日野町文化財保存活用地域計画の概要 

説明②：日野の“たから”について 

ワーク①：日野の“たから”マップの作成 

各地区の地図を囲み、付
ふ

箋
せん

・ポイントシー

ル・ペン等を使いながら大切に受け継いでい

きたい日野の“たから”や自分だけが知って

いる日野の“たから”を自由に出し合いなが

らグループで意見交換を行いました。 

 

ワーク②：受け継いでいくために私たちができることすべきこと 

  
現代の者が次世代
にしっかりと語り
継いでいく 

  
世代を超えた活動
が必要 

  
景観を守り伝える
ことが必要 

  住民の関心を 
高める取組が必要 

  子どもたちに地域の 
良さを伝える学びを 

  
歴史文化を活かした
イベントの企画 

  まずは自分たちが知る
ことが大切   地域と行政の連携 
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(2)町民が選ぶ日野の“たから”について 

１）現在を支える大人の意見 

大人（町民・地域）の意見では、日野祭（曳山
ひきやま

、囃
は や

子
し

）や芋競
いもくら

べ祭り、各字や地域の

神社の祭事等の「お祭りや行事」、綿向山や天然記念物、日野川・佐久良川、ホタル等

の「自然」、地名の由来や変遷、方言、姫塚伝説や蓮如
れんにょ

上人
しょうにん

等に関する言い伝え等の「伝

承・民謡、ことわざ、地名」、「人物」、「つながり」が多く挙げられました。意見として

は、法における文化財や「もの/こと」、「新しいもの/古いもの」等にとらわれず改め

て日野町らしさを考え、参加者の思う日野の“たから”を広く提案していただきまし

た。 
 

日野の“たから”大人の意見（抜粋） 
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２）未来を担う子どもたちの意見 

子どもたちの意見では、日野菜や鯛
た い

そうめん等の「郷土料理、特産品」、綿向山や日

野川等の身近な「自然」、日野祭やホイノボリ、氏郷まつり等の「お祭りや行事」が多

く挙げられています。このことから、子どもたちは日々の生活に身近なものや体験し

たことのあるものを日野の“たから”として認識していることがわかる結果となりま

した。 
 

日野の“たから”子どもたちの意見（抜粋） 

 
 

３）日野町らしさを表すキーワードについて 

把握した日野の“たから”のうち、回答数の多い語句や頻出語等から、日野町らしさ

を表す（代表する）キーワードとして以下のものを抽出・整理しました。 
 

日野町らしさを表すキーワード 

○綿向山 ○日野川・佐久良川 ○天然記念物 

○農村風景、文化 ○日野菜 ○近江中山の芋競べ祭り 

○ホイノボリの祭り ○日野祭（曳山、囃子） ○鯛そうめん 

○近江日野商人 ○町並み（本宅や桟敷窓） ○高田敬輔 

○寺院・神社 ○中野城跡（日野城跡） ○蒲生氏郷 

○日野駅や学校 ○７つの公民館 ○自治（地域）の活動 

※順不同 
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７．本計画における「文化財」の定義 

文化財とは、長い歴史の中で生まれ、先人によって今日まで守り伝えられてきた貴重な財

産のことです。文化財保護法は、文化財の有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物、文

化的景観、伝統的建造物群の６類型と、埋蔵文化財と文化財の保存技術をあわせたものを保

護の対象としています。これらのうち重要なものについては、国・県・町が、指定、選定、登

録、選択、認定、周知することで保護を図っています。本計画では、これらを「指定等文化

財」（以下、「指定等」）と呼称します。 

一方、指定等以外で、法の文化財類型に当てはまるものの、その価値付けが十分ではなく

指定等に至っていないもの等を「未指定文化財」と呼称します。 

このほか当町には、法の文化財類型には収まらないものの、人々の暮らしと深くかかわり

地域の特色や魅力を表すものが数多く存在しており、これらを「地域遺産」と呼称します。 

以上をふまえ、本計画では、指定等文化財、未指定文化財、地域遺産のすべてを含む歴史

的・文化的・自然的所産を「文化財」（日野の“たから”）と定義し、計画の対象とします。 

これらの文化財は、当町固有の「自然・地理環境」や、習慣や人々の地域活動等の「社会・

歴史環境」と相互に関係し合うことによって、その価値を高めます。本計画では、文化財と

周辺環境の総体を「日野を日野たらしめている歴史文化」と定義し、文化財の保存・活用を

通じて未来へ継承します。 

 

 

本計画における「文化財」の定義 

 


